
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジンの排気管の途中に配設された吸着触媒モジュールを有する自動車用排ガス浄化
装置であって，
　上記吸着触媒モジュールは，ハウジング内に装着され，吸着材を担持したドーナツ状の
ハニカム構造体からなる吸着部と，
　該吸着部の内側に管状隔壁を介して設けたメイン流路と，
　該メイン流路に配設され，触媒を担持したハニカム構造体からなる触媒部とからなり，
　かつ，上記管状隔壁には，上記触媒部の上流側において，上記吸着部と上記触媒部とを
連通する開口部が設けられ，
　また，上記管状隔壁における上記開口部の上流側には上記排ガスの上記触媒部への導入
を制御するための切替手段が配設され，
　上記吸着部が排ガス中の有害成分を吸着する吸着時には，上記排ガスが上記開口部を通
じて上記吸着部から上記触媒部へ流入するよう構成してあ

あることを特
徴とする自動車用排ガス浄化装置。
【請求項２】
　請求項 おいて，上記触媒部は，上記吸着部の後端部よりも下流側に設けられている
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り，
　かつ上記開口部の上流側において，上記吸着部の内側側面と上記管状隔壁との間には，
両者の間に支持部材が介設されて管状空洞部が設けられており，上記排ガスは上記吸着部
及び上記管状空洞部を順次経由して上記メイン流路に流入するよう構成して
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ことを特徴とする自動車用排ガス浄化装置。
【請求項３】
　請求項 において，上記開口部は，上記吸着部の後端部と上記触媒部の前端部との間に
おける上記管状隔壁に設けられていることを特徴とする自動車用排ガス浄化装置。
【請求項４】
　請求項１～ のいずれか一項において，上記切替手段は，上記吸着時には上記排ガスを
上記吸着部に導入するよう切替え，非吸着時には主に触媒部へ導入するよう切替えるアク
チュエータを有していることを特徴とする自動車用排ガス浄化装置。
【請求項５】
　請求項１～ のいずれか一項において，上記支持部材は吸着材を担持していることを特
徴とする自動車用排ガス浄化装置。
【請求項６】
　請求項１～ のいずれか一項において，上記支持部材は，所定の間隔をもって複数本配
設してあり，該複数本の支持部材と上記吸着部と上記管状隔壁とにより形成される空間に
は，吸着材を充填してあることを特徴とする自動車用排ガス浄化装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【技術分野】
本発明は，触媒部と吸着部とを用いて自動車の排ガスを浄化する，自動車用排ガス浄化装
置に関する。
【０００２】
【従来技術】
従来より，自動車の排ガス中に含まれるＨＣ，ＣＯ，ＮＯｘ等の有害成分を浄化するため
に，ハニカム構造体等の担体に，白金，ロジウム，パラジウム等の貴金属を担持した触媒
装置が用いられている。
しかし，触媒装置が上記有害成分を浄化するためには，触媒装置温度が一定以上に達して
いなければならない。このため，エンジン始動直後の触媒装置温度が低いときには，上記
有害成分を浄化できない。しかも，エンジン始動直後は，排出されるＨＣ（以下コールド
ＨＣという）量が多く，このＨＣが浄化されないまま大気に放出される。
【０００３】
この問題を解決すると共に，触媒活性，吸着性能を向上すべく，触媒装置と，その下流側
に配置した吸着材とを有し，簡単かつ安価な構造で吸着材への有害成分の吸着及び脱離浄
化を行なうことができる自動車用排ガス浄化装置が提案されている（特開平６－２２９２
２３号公報）。
この装置では，暖気運転時には下流側の吸着材によりコールドＨＣを吸着しておき，エン
ジン暖気後は，上記吸着材に吸着させたコールドＨＣを離脱させて，コールドＨＣを触媒
装置側へ戻して浄化を行なう。
【０００４】
ところが，この自動車用排ガス浄化装置は，上記触媒装置と吸着材が別々に搭載されてい
るため，小型化が困難であった。そこで，発明者は，外側部分に吸着部を有すると共に該
吸着部よりも内側に触媒部を有するハニカム構造体からなる吸着触媒モジュールを有する
，自動車用排ガス浄化装置を提案した。これにより，上記自動車用排ガス浄化装置の小型
化を可能としている。
【０００５】
【解決しようとする課題】
しかしながら，上記自動車用排ガス浄化装置においては，上記吸着部に流入した排ガスを
上記触媒部へ折り返すために，上記ハニカム構造体の後端部に後端隔壁を周状に設ける必
要がある。一方，該後端隔壁は通常金属製であるのに対し，上記ハニカム構造体はセラミ
ック製である。そのため，両者は溶接することができず，また熱膨張率が異なるため，接
合することが困難である。それ故，両者の間から排ガスが流出し，有害成分を含む排ガス
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が外部へ放出されるおそれがある。
【０００６】
本発明は，かかる従来の問題点に鑑みてなされたもので，小型化が可能で，かつ有害成分
の放出を確実に防止することができる自動車用排ガス浄化装置を提供しようとするもので
ある。
【０００７】
【課題の解決手段】
　請求項１に記載の発明は，エンジンの排気管の途中に配設された吸着触媒モジュールを
有する自動車用排ガス浄化装置であって，
　上記吸着触媒モジュールは，ハウジング内に装着され，吸着材を担持したドーナツ状の
ハニカム構造体からなる吸着部と，
　該吸着部の内側に管状隔壁を介して設けたメイン流路と，
　該メイン流路に配設され，触媒を担持したハニカム構造体からなる触媒部とからなり，
　かつ，上記管状隔壁には，上記触媒部の上流側において，上記吸着部と上記触媒部とを
連通する開口部が設けられ，
　また，上記管状隔壁における上記開口部の上流側には上記排ガスの上記触媒部への導入
を制御するための切替手段が配設され，
　上記吸着部が排ガス中の有害成分を吸着する吸着時には，上記排ガスが上記開口部を通
じて上記吸着部から上記触媒部へ流入するよう構成してあ

あることを特
徴とする自動車用排ガス浄化装置にある。
【０００８】
本発明において最も注目すべきことは，上記吸着触媒モジュールは，ドーナツ状のハニカ
ム構造体からなる吸着部と，該吸着部の内側に管状隔壁を介して設けたメイン流路と，該
メイン流路に配設されたハニカム構造体からなる触媒部とからなることである。
なお，上記有害成分としては，例えば炭化水素（ＨＣ），一酸化炭素（ＣＯ），窒素酸化
物（ＮＯｘ）等がある。
また，上流側とは，排ガスの上記吸着触媒モジュールへの導入側をいい，下流側とは排出
側をいう。
【０００９】
本発明の自動車用排ガス浄化装置による排ガス浄化作用の一例につき説明する。
エンジン始動直後等上記触媒部が活性状態にないときには，上記吸着部が排ガス中の有害
成分を吸着する。この吸着時には，エンジンから排出された上記排ガスを上記吸着部へ導
入し，次いで上記開口部を通じて上記触媒部へ流入させる。
これにより，上記触媒部が活性状態になくとも，有害成分は上記吸着部に吸着され外部へ
放出されない。
【００１０】
一方，上記エンジンが暖気状態になり，触媒部が活性状態となった時には，上記エンジン
から排出された排ガスの大部分を，上記メイン流路から上記触媒部へ直接導入し，該触媒
部において上記有害成分を浄化する。
また，この時は上記吸着部へは有害成分を吸着させない。この非吸着時には，エンジンか
ら排出された上記排ガスの一部を上記触媒部へも導入し，吸着部へ流入させる。これによ
り，上記吸着部に吸着されていた有害成分を離脱させ，該有害成分を上記触媒部において
浄化する。
【００１１】
次に，本発明の作用効果につき説明する。
上記吸着触媒モジュールは，上記のごとく，ドーナツ状のハニカム構造体からなる吸着部
と，該吸着部の内側に管状隔壁を介して設けたメイン流路と，該メイン流路に設けた触媒
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り，
　かつ上記開口部の上流側において，上記吸着部の内側側面と上記管状隔壁との間には，
両者の間に支持部材が介設されて管状空洞部が設けられており，上記排ガスは上記吸着部
及び上記管状空洞部を順次経由して上記メイン流路に流入するよう構成して



部とからなる。
【００１２】
即ち，上記管状隔壁は上記吸着部の内側側面に接合され，また，上記管状隔壁の内側側面
に上記触媒部の外側側面を接合することにより，上記吸着触媒モジュールを構成している
。そのため，上記吸着触媒モジュールにおいては，上記ハニカム構造体の端面における接
合を行なう必要がない。
【００１３】
それ故，上記吸着触媒モジュールは，接合困難な接合箇所も，不安定な接合箇所もなく構
成される。これにより，排ガスは上述したような予定通りの流路を確実に通過するため，
有害成分が外部へ放出するおそれがない。
また，上記吸着部と触媒部とは，上記管状隔壁を介して一体的に構成されるため，上記自
動車用排ガス浄化装置を小型化することができる。
【００１４】
以上のごとく，本発明によれば，小型化が可能で，かつ有害成分の放出を確実に防止する
ことができる自動車用排ガス浄化装置を提供することができる。
【００１５】
　 ， 上記吸着部 と上記管状隔壁との間には
，両者の間 持部材 管状空洞部が設けられており，上記排ガス 記吸着
部 管状空洞部を 経由して上記メイン流路に流入するよう構成して 。
　これにより，上記吸着部を通過した排ガスの流路を，効率的に折り返すことが可能とな
り，上記自動車用排ガス浄化装置の一層の小型化を図ることができる。
　なお，上記支持部材は，上記排ガスの洩れを防ぐシール部材としての役割をも有する。
【００１６】
　次に，請求項 に記載の発明のように，上記触媒部は，上記吸着部の後端部よりも下流
側に設けられていることが好ましい。
　これにより，上記吸着部を形成するドーナツ状の内側の直径を小さくすると共に，上記
触媒部の直径を大きくすることができる。そのため，上記吸着触媒モジュールの直径を大
きくすることなく，排ガスが通過する上記触媒部及び吸着部の断面積を大きくすることが
できる。それ故，上記自動車用排ガス浄化装置の浄化効率が向上する。
【００１７】
　次に，請求項 に記載の発明のように，上記開口部は，上記吸着部の後端部と上記触媒
部の前端部との間における上記管状隔壁に設けられていることが好ましい。
　これにより，上記吸着部の内側側面の全面を上記管状隔壁に接合することが可能である
。そのため，上記吸着部と管状隔壁との接合を一層容易かつ確実に行なうことができる。
　また，この場合には，上記吸着部を通過した排ガスが，折り返されることなく，そのま
ま上記触媒部へ流入するため，排ガス流れが一層円滑となる。
【００１８】
　次に，請求項 に記載の発明のように，上記切替手段は，上記吸着時には上記排ガスを
上記吸着部に導入するよう切替え，非吸着時には主に触媒部へ導入するよう切替えるアク
チュエータを有していることが好ましい。
　これにより，上記排ガス流路の切替を確実に行なうことが可能となる。
【００１９】
　次に，請求項 に記載の発明のように，上記支持部材は吸着材を担持していることが好
ましい。
　これにより，上記吸着部を通過する前の排ガスが，上記支持部材の部分から洩れた場合
にも，上記支持部材に担持された吸着材によって有害成分を吸着することができる。その
ため，有害成分の放出を一層確実に防止することができる自動車用排ガス浄化装置を得る
ことができる。
【００２０】
　次に，請求項 に記載の発明のように，上記支持部材は，所定の間隔をもって複数本配
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設してあり，該複数本の支持部材と上記吸着部と上記管状隔壁とにより形成される空間に
は，吸着材を充填してあることが好ましい。
　これにより，上記吸着部を通過する前の排ガスが，上記支持部材の部分から洩れた場合
にも，上記空間に充填された吸着材によって有害成分を吸着することができる。そのため
，有害成分の放出を一層確実に防止することができる自動車用排ガス浄化装置を得ること
ができる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
実施形態例１
本発明の実施形態例にかかる自動車用排ガス浄化装置につき，図１～図６を用いて説明す
る。
本例の自動車用排ガス浄化装置１は，図２に示すごとく，エンジン７の排気管７２の途中
に配設された吸着触媒モジュール１０を有する。
【００２２】
上記吸着触媒モジュール１０は，図１に示すごとく，ハウジング２内に装着され，吸着材
を担持したドーナツ状のハニカム構造体からなる吸着部１１を有する。該吸着部１１の内
側には，管状隔壁３を介して設けたメイン流路３０が形成されている。該メイン流路３０
の下流側（図１の右方側）には，触媒を担持したハニカム構造体からなる触媒部１２が配
設してある。
【００２３】
そして，上記管状隔壁３には，上記触媒部１２の上流側（図１の左方側）において，上記
吸着部１１と上記触媒部１２とを連通する開口部３１が設けられている。
また，上記管状隔壁３における上記開口部３１の上流側には上記排ガス８の上記触媒部１
２への導入を制御するための切替手段５が配設されている。
上記自動車用排ガス浄化装置１は，上記吸着部１１が排ガス８中のコールドＨＣ等の有害
成分を吸着する吸着時には，上記排ガス８が上記開口部３１を通じて上記吸着部１１から
上記触媒部１２へ流入するよう構成してある。
なお，上記切替手段５の上流側における上記管状隔壁３には，貫通穴３２が設けてある。
【００２４】
上記吸着部１１と上記管状隔壁３との間には，両者の間に介設した支持部材４により形成
された管状空洞部１３が設けられている。上記排ガス８は，図１の破線矢印に示すように
，上記吸着部１１，管状空洞部１３を経由して上記メイン流路３０に流入する。
【００２５】
図１，図４に示すごとく，上記吸着部１１の外側側面は，保持部材２４を介して上記ハウ
ジング２の内側側面に接合されている。上記吸着部１１の内側側面１１４には，上記支持
部材４を介して上記管状隔壁３が配設されている。そして，上記管状隔壁３の内側側面に
は，保持部材３４を介して上記触媒部１２の外側側面が接合されている。
【００２６】
図２に示すごとく，上記自動車用排ガス浄化装置１は，エンジン７の下流の排気管７２の
途中に設けられたスタート触媒１４と上記吸着触媒モジュール１０，及び切替制御装置５
０とからなる。
上記スタート触媒１４は，エンジン始動時における排ガスの浄化に用いられる，ハニカム
構造体に触媒を担持してなる触媒装置である。また，上記切替制御装置５０は，下記に示
す切替手段５の切替を行なうアクチュエータ５３を制御する装置である。
【００２７】
上記切替手段５は，上記吸着時には上記排ガス８を上記吸着部１１に導入するよう切替え
，非吸着時には主に触媒部１２へ導入するよう切替えるアクチュエータ５３を有している
（図２）。
また，上記切替手段５は，図３に示すごとく，上記管状隔壁３に回動可能に取付けられた
回動軸５８と，該回動軸５８に固定され，上記管状隔壁３の内周形状と略同形状の開閉弁
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５９とからなる。
図３において，実線で示した開閉弁５９は閉止時の状態を表し，二点鎖線で示した開閉弁
５９は開放時の状態を表す。
【００２８】
上記支持部材４は，図５（Ａ）に示すごとく，上記開口部３１の上流側において，上記吸
着部１１と上記管状隔壁１３との間に設けてある。そして，上記支持部材４は吸着材を担
持している。
なお，上記支持部材４は，図５（Ｂ）に示すごとく，所定の間隔をもって２本配設し，該
２本の支持部材４と上記吸着部１１と上記管状隔壁１３とにより形成される空間に，吸着
材４１を充填してもよい。
【００２９】
次に，上記切替制御装置５０による上記切替手段５の切替につき，図６を用いて説明する
。
まず，ステップＳ１として，エンジン始動時にコントローラ５２（図２）のタイマーがリ
セットされる。次に，ステップＳ２において，エンジン７の水温Ｔ wと設定温度Ｔ w0とを
比較する。Ｔ w＞Ｔ w0の場合には，触媒部１２の触媒が活性状態にあると判断し，切替手
段５を開放して，大部分の排ガス８を上記触媒部１２に導入する（図１の実線矢印）。
【００３０】
一方，Ｔ w≦Ｔ w0の場合には，触媒部１２の触媒が未活性状態にあると判断し，切替手段
５を閉止して，排ガス８の全量を上記貫通穴３２を通じて上記吸着部１１に導入する（ス
テップＳ３）。
これにより，排ガス８は上記吸着部１１を通過し，上記管状空洞部１３に折り返される。
そして，上記排ガス８は，上記管状空洞部１３から上記開口部３１を通じてメイン流路３
０に流入し，上記触媒部１２を通過する（図１の破線矢印）。
【００３１】
この時，上記コントローラ５２のタイマーはエンジン始動（Ｓ１）からの時間をカウント
しており，その時間ｔと所定時間ｔ 0とを比較する（ステップＳ４）。
次に，ｔ≧ｔ 0となったとき，上記スタート触媒１４の温度が上昇して触媒が活性状態と
なったと判断して，上記切替手段５を開放する（ステップＳ５）。
これにより，排ガス８を上記触媒部１２に直接導入して通過させる（図１の実線矢印）。
また，この時，排ガス８の一部は上記吸着部１１に導入される。更にこの状態で数秒～数
十秒運転することにより，上記触媒部１２が活性化する。
【００３２】
なお，切替手段５の切替は，以下のように行なう。
即ち，上記アクチュエータ５３は，配管５５によって，電磁弁５４を介して上記エンジン
７の吸気部７１と接続されている。上記吸気部７１は，エンジン作動時には常に負圧とな
っている。上記コントローラ５２の信号により，上記電磁弁５４が開閉することにより，
その負圧が上記アクチュエータ５３に作用し上記切替手段５を開閉する。
【００３３】
次に，本例の自動車用排ガス浄化装置１による排ガス浄化作用につき説明する。
上記スタート触媒１４はエンジン７の直後に配置してあるため，エンジン始動から比較的
短時間で活性状態となる。しかし，エンジン始動直後等，エンジン７自体の温度が低いと
きには，上記スタート触媒１４が未活性状態にある。
【００３４】
そこで，上述のごとく，エンジン７の水温を確認して，これが設定値よりも低いときには
，上記スタート触媒１４も未活性であると判断する。そして，エンジン７から排出され上
記スタート触媒１４を通過した上記排ガス８を上記吸着部１１へ導入し，次いで上記触媒
部１２へ流入させる（図１の破線矢印）。
これにより，上記触媒部１２及びスタート触媒１４が活性状態になくとも，コールドＨＣ
，ＣＯ，ＮＯ x等の有害成分は，上記吸着部１１に吸着され外部へ放出されない。
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【００３５】
一方，上記エンジン７が暖気状態になり，スタート触媒１４が活性状態となった時には，
上記エンジン７から排出され，スタート触媒１４を通過した排ガス８の大部分を，上記触
媒部１２へ直接導入する。この状態で数秒～数十秒運転すると，上記触媒部１２が活性化
し，該触媒部１２においてヒートＨＣ等の上記有害成分が浄化される（図１の実線矢印）
。
【００３６】
また，この時はエンジン７から排出された上記排ガス８の一部を，上記吸着部１１を経て
，触媒部１２へ流入させる。これにより，上記吸着部１１に吸着されていたコールドＨＣ
等の有害成分を排ガス８中へ離脱させ，該有害成分を上記触媒部１２において浄化する。
即ち，この状態では，有害成分を上記吸着部１１へ吸着させない，非吸着時となる。
【００３７】
次に，本例の作用効果につき説明する。
上記吸着触媒モジュール１０は，上記のごとく，ドーナツ状のハニカム構造体からなる吸
着部１１と，該吸着部１１の内側に管状隔壁３を介して設けたメイン流路３０と，該メイ
ン流路３０の下流側に設けた触媒部１２とからなる（図１）。
【００３８】
即ち，上記吸着触媒モジュール１０は，上記管状隔壁３を上記吸着部１１の内側側面１１
４に上記支持部材４を介して配設し，また，上記管状隔壁３の内側側面に上記触媒部１２
の外側側面を保持部材３４を介して接合することにより構成されている。そのため，上記
吸着触媒モジュール１０においては，上記ハニカム構造体の端面における接合を行なう必
要がない。
【００３９】
それ故，上記吸着触媒モジュール１０は，接合困難な接合箇所も，不安定な接合箇所もな
く構成される。これにより，排ガス８は上述したような予定通りの流路を確実に通過する
ため，有害成分が外部へ放出されるおそれがない。
また，上記吸着部１１と触媒部１２とは，上記管状隔壁３を介して一体的に構成されるた
め，上記自動車用排ガス浄化装置１を小型化することができる。
【００４０】
また，上記吸着部１１と上記管状隔壁３との間には，上記管状空洞部１３が設けられてい
る。
そのため，上記吸着部１１を通過した排ガス８の流路を，効率的に折り返すことが可能と
なり，上記自動車用排ガス浄化装置１の一層の小型化を図ることができる。
【００４１】
また，上記切替手段５は，上記吸着時と非吸着時における，上記排ガス８の上記吸着部１
１への導入を切替えるアクチュエータ５３を有している。
そのため，上記排ガス流路の切替を確実に行なうことが可能となる。
【００４２】
また，上記支持部材４は吸着材を担持しているため，上記吸着部１１を通過する前の排ガ
ス８が，上記支持部材４の部分から洩れた場合にも，上記支持部材４に担持された吸着材
によって有害成分を吸着することができる。そのため，有害成分の放出を一層確実に防止
することができる。
即ち，上記貫通穴３２から導入された排ガス８が，上記吸着部１１を通過する前に，上記
支持部材４から上記管状空洞部１４へ直接流入した場合にも，有害成分は上記支持部材４
に担持された吸着材により吸着される。
【００４３】
以上のごとく，本例によれば，小型化が可能で，かつ有害成分の放出を確実に防止するこ
とができる自動車用排ガス浄化装置を提供することができる。
【００４４】
実施形態例２
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本例は，図７，図８に示すごとく，触媒部１２が，吸着部１１の後端部１１９よりも下流
側に設けられている吸着触媒モジュール１０を有する自動車用排ガス浄化装置の例である
。
即ち，上記触媒部１２の前端部１２１は，上記吸着部１１の後端部１１９よりも下流側に
配置されている（図７）。
【００４５】
上記吸着触媒モジュール１０のメイン流路３０は，図７に示すごとく，上記吸着部１１を
形成するドーナツ状の内側における小径部３０１と，その下流側における大径部３０２と
からなる。該大径部３０２には，上記触媒部１２が設けられている。
その他は，実施形態例１と同様である。
【００４６】
上記触媒部１２は，上記メイン流路３０の大径部３０２に設けてあるため，上記触媒部１
２の断面積を大きくすることができる（図７）。一方，上記吸着部１１は，上記メイン流
路３０の小径部３０１の外側にドーナツ状に設けてあるため，図８に示すごとく，上記吸
着部１１の断面積も大きくすることができる。
【００４７】
それ故，上記吸着触媒モジュール１０の直径を大きくすることなく，排ガス８が通過する
上記吸着部１１及び触媒部１２の断面積を大きくすることができる。これにより，上記吸
着部１１の吸着機能及び触媒部１２の触媒機能が充分に発揮される。
従って，本例によれば，一層排ガスの浄化効率が高い自動車用排ガス浄化装置を得ること
ができる。
その他，実施形態例１と同様の作用効果を有する。
【００４８】
実施形態例３
本例は，図９に示すごとく，上記開口部３１を，上記吸着部１１の後端部１１９と上記触
媒部１２の前端部１２１との間における上記管状隔壁３に設けた，吸着触媒モジュール１
０を有する自動車排ガス浄化装置の例である。
そして，上記メイン流路３０の小径部３０１の管状隔壁３の外側に，上記吸着部１１の内
側側面１１４の全面を，支持部材４０を介して接合してある。即ち，上記支持部材４０は
，上記吸着部材１１の内側側面１１４の略全面に接合してある（図９）。
その他は，実施形態例２と同様である。
【００４９】
上記吸着部１１は，その内側側面１１４の全面を管状隔壁３の外側に，支持部材４０を介
して接合してある。そのため，上記吸着部１１と管状隔壁３との接合を一層容易かつ確実
に行なうことができる。
また，上記吸着部１１の後端部１１９と上記触媒部１２の前端部１２１との間に，上記開
口部３１が設けられているため，上記吸着部１１を通過した排ガスが，折り返すことなく
，そのまま上記触媒部１２へ流入する。そのため，排ガス８の流れが一層円滑となる。
その他，実施形態例２と同様の作用効果を有する。
【００５０】
なお，図７～図９においては，上記実施形態例２又は実施形態例３において言及しなかっ
た部分については，実施形態例１と同様の符号を用いた。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施形態例１における，自動車用排ガス浄化装置の吸着触媒モジュールの断面説
明図。
【図２】実施形態例１における，自動車用排ガス浄化装置の説明図。
【図３】実施形態例１における，切替手段の断面説明図。
【図４】図１のＡ－Ａ線矢視断面図。
【図５】実施形態例１おける，（Ａ）支持部材の配設方法，及び（Ｂ）支持部材の他の配
設方法の説明図。
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【図６】実施形態例１における，切替制御装置による切替手段の制御方法を示すフローチ
ャート。
【図７】実施形態例２における，自動車用排ガス浄化装置の吸着触媒モジュールの断面説
明図。
【図８】図７のＢ－Ｂ線矢視断面図。
【図９】実施形態例３における，自動車用排ガス浄化装置の吸着触媒モジュールの断面説
明図。
【符号の説明】
１．．．自動車用排ガス浄化装置，
１０．．．吸着触媒モジュール，
１１．．．吸着部，
１２．．．触媒部，
１３．．．管状空洞部，
２．．．ハウジング，
３．．．管状隔壁，
３０．．．メイン流路，
３１．．．開口部，
４，４０．．．支持部材，
５．．．切替手段，
８．．．排ガス，
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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